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項 目 国基準の内容 従/参 市基準案 

従事する者

（職員） 

事業所ごとに放課後児童支援員を置く 

【放課後児童支援員の資格】 

次のいずれかに該当する者であり、知事が行う研修を修了した者  

〇保育士・社会福祉士の資格、教員免許を有する者  

〇２年以上児童福祉事業に従事した者  

〇大学（大学院、海外の大学含む）おいて、社会福祉学・心理学・教育

学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当す

る課程を修めて卒業（大学院進学）した者  

〇高等学校卒業者等であり、かつ、２年以上放課後児童健全育成事業に

類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めた者 

※すでに従事している職員については、経過措置あり。 

従 

 

国基準のとおり 

 

（参考）本市の現状 

〇指導員 

 教員免許、保育士・看護師・保健師資

格のいずれかが必要 

〇指導員補助 

 特になし 

 

 

職員数 〇支援の単位ごとに職員２人以上配置。うち１人以上は有資格者とす

る。 

〇小規模クラブ（２０人未満）については、２人以上を原則とするが、

併設施設の職員が兼務可能な場合は１人でも可。ただし、専任職員は有

資格者とする。 

従 国基準のとおり 

 

（参考）本市の現状 

指導員４０人で職員１人、指導員補助

２０人で職員１人を配置。配慮を必要と

する子どもの受入等については職員加

配。 

 

放課後児童健全育成施設の設備及び運営基準の概要 
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利用定員 １つの集団（クラス）の規模は概ね４０人までとする。 

 

参 国基準のとおりが望ましいが、現在４０

人を超えるアフタースクールが複数あ

り、４０人定員を採用すると新たな待機

を発生させることになるため、経過措置

を設ける。（附則第２条第２項） 

（参考）本市の現状 

（定員）社１００人、滝野東１００人、

東条東５０人。他は４０人以下。 

施設・設備 〇専用区画（遊び及び生活の場、静養するための区画）を設ける 

〇専用区画の面積は児童１人あたりおおむね１.６５㎡以上とする。 

 

参 

 

国基準のとおり 

 

 

 

 

 

 

開所日数 年間２５０日以上を原則とする。 

 

 

 

 

 

 

 

参 国基準のとおり 

 

（参考）本市の現状 

（開設日）月～金曜日、長期休業中等（年

間約２５０日） 
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開所時間 平日３時間以上、休日８時間以上を原則とする。 

 

 

 

 

参 国基準のとおり 

 

（参考）本市の現状 

〇月～金曜日…授業終了後から午後６時 

〇長期休業中等…午前９時３０分から午

後６時 

災害対策 必要な設備を設けるとともに、定期的に訓練を行う。 

 

参 国基準のとおり 

運営規定 事業所ごとに、次に掲げる重要事項を定めなければならない。 

①事業の目的・運営の方針  

②職員の職種、人数・職務の内容  

③開所している日・時間  

④支援の内容・利用者の保護者が負担する額  

⑤利用定員  

⑥通常の実施地域  

⑦利用に当たっての留意事項  

⑧緊急時の対応  

⑨非常災害対策  

⑩虐待防止措置  

⑪その他事業運営上の重要事項  

 

 

 

参 国基準のとおり 
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市独自基準 
一般原則として暴力団排除の条項を追加 

（「加東市における暴力団排除の推進に関する条例」の推進） 

 

秘密保持 〇職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た子ども又はその家族

の秘密を漏らしてはならない。 

○職員であった者が正当な理由がなく、その業務上知り得た子ども又は

その家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければな

らない。 

参 国基準のとおり 

苦情対応 〇苦情受付窓口を設置等、必要な措置を講じなければならない。  

〇行った支援に関して市から指導・助言を受けた場合は、それに従って

必要な改善を行わなければならない。 

参 国基準のとおり 

保護者との

連絡 

常に利用者の保護者と密接な連絡をとり、利用者の健康及び行動を説明

するとともに、支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得る

よう努めなければならない。 

 

従 国基準のとおり 

関係機関と

の連携 

市・児童福祉施設・利用者の通学する小学校等関係機関と密接に連携し

て利用者の支援に当たらなければならない。 

 

参 国基準のとおり 

事故対応 速やかに市・利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講

じなければならない。 

 

参 国基準のとおり 


